
 

推薦時に特に確認していただきたい事項 

 

 

 

▽ １号様式（推薦文書）･･･押印不要、テキストデータのみ送付              

□ 推薦団体の長（都道府県知事、指定都市市長）の名前で作成されていますか。 

 

 

▽ ２号様式（推薦名簿）･･･押印不要、テキストデータのみ送付              

□ 所属団体は市区町村名ではなく、大臣表彰を受ける要因となった自治会等の名称を記載してい

ますか（現職、元職を問いません。）。 

□ 所属団体は、自治会等の名称の前に、市区町村名が入っていますか。 

 例）○○市××自治会、△△県□□町（村）××自治会 

□ 在職年数は、表彰規程を満たしていますか。 

 （単位自治会･･･15年以上、県・指定都市レベルの連合会…７年以上） 

□ 年齢、在職年数は、基準日（令和７年 11月１日）時点でのものになっていますか。 

 例）平成 22年４月１日に自治会等の長に就任され、基準日まで継続見込の場合、在職年数は 15

年７月と記載してください。） 

□ 備考欄に、どの推薦基準に基づく推薦か記載していますか。 

例）表彰規程第１号基準に基づく推薦の場合は、「１号」と記載してください。 

□ 第１号から第３号基準に該当する被推薦者が複数名いる場合には、「番号」欄に推薦順位（１か

らの連番）を付していますか。 

※ 総務大臣表彰の受賞者総数が多数の場合は調整を行う場合があります。複数の推薦者がいる

場合には、「番号」欄に推薦順位（１からの連番）を付した上で、推薦順位順に推薦者を記載

いただくようお願いします。 

※ ２名を超える推薦を希望された場合は、推薦順位第３位以降の候補者を補欠枠として取り扱

い、他団体からの推薦状況や地域性を総合的に考慮し、総務省において可否を決定いたします。 

 

 

▽ ３号様式（履歴書）･･･押印不要、テキストデータのみ送付               

□ 氏名、ふりがなが正確に記載されていますか。 

 （履歴書の文字、読み方で表彰状を作成し、式典で読み上げます。外字である場合は、そのこと

が分かるように記載してください。） 

□ 在職年数は、表彰規程を満たしていますか。 

 （単位自治会･･･15年以上、県・指定都市レベルの連合会…７年以上） 

 

 

  

別添① 



▽ ４号様式（宣誓書）･･･署名又は記名押印が必要、原本郵送及びスキャンデータの送付 

□ 候補者自身に宣誓させ、署名又は記名押印されていますか。 

□ 破産宣告等の有無、刑罰の有無（道路交通法違反を含む）を確認していますか。 

※ 破産宣告等の有無、刑罰の有無（道路交通法違反を含む）を確認する必要があります。 

（過去の刑罰も確認してください。疑義がある場合は総務省の担当に連絡してください。なお、

叙勲の場合は、『候補者又は候補者の関係する団体等が、刑罰を受けた場合、警察等の取り調べ

を受けた場合、所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合、独占禁止法に基づ

く調査、審決、命令等を受けた場合、許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合、訴訟

が継続中である場合、不祥事等について報道があった場合、事故を起こした場合、懲戒処分を

受けた場合、法人等の経営状態に問題がある場合、暴力団員等との関係が疑われる場合、破産

宣告又は破産手続開始決定を受けた場合等については、特に慎重に調査検討し、その者に勲章

を授与することが適当でないと判断されるときは、これを除外すること。調査にあたっては、

行政情報、地元紙及びインターネット等を活用し、あらゆる情報を検索すること。』となってい

ますので、これらも参考にしてください。）。 

※ このため、受賞者として決定する前の段階で本人に接触することとなりますが、この際に「（推

薦団体として）推薦しようと考えているがよいか」という受賞の意向確認を候補者本人に対し

て行い、締め切りまでに宣誓書が提出できない場合は推薦不可とするなど、厳しく提出を管理

する必要があります。 

※ 総務大臣表彰の受賞者総数が多数の場合には調整を行う場合がある旨を、候補者本人に説明

してください。 

□ 刑罰の有無に道路交通法違反も含めていますか（以下を参考）。 

・罰金対象となる重大な違反 

（飲酒運転や無免許運転、ひき逃げ、大幅な速度超過等〈赤切符相当〉）の場合 

→ 刑罰欄は「有」 

・反則金対象となる違反 

（駐車違反、一時停止違反、シートベルトの装着違反等〈青切符・白切符相当〉）の場合 

 → 刑罰欄は「無」 

※ 刑罰欄が「有」の場合には受賞不可になるのかという問い合わせをいただくことが多いです

が、犯罪の種類や回数、その後の経過年数のほか、住民感情の考慮や叙勲制度との整合性等を

含め、総合的に判断しています。また、必要に応じて、後日、内容について問い合わせをする

場合もありますので、その際は、御協力願います。 

 

▽ ５号様式（功績調書）･･･押印不要、テキストデータのみ送付              

□ 履歴書と照らし合わせの上、相違はありませんか。 

□ 推薦しようとする方が、その所属団体の長として、どのような地域活動をして、その結果、その

地域がどのように活性化したかがわかるように、文章でわかりやすく記載されていますか。 

 

▽ その他                                      

※ 提出様式については、本人自筆以外の部分は手書き不可です。 

※ 受賞者決定後の辞退は、様々な手続に大きな影響が出るため、やむを得ない場合（死亡等）を除

き、行わないようお願いします。また、推薦者が死亡した場合や候補者としてふさわしくない事

実等が判明したことによる取下げをする場合は、速やかに報告をお願いいたします。 


